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基本目標１  

福祉を身近に感じる環境づくり 
 

施策１ 福祉を「知る」機会の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 らゆる媒体 用い    関する情報発信 行います。ま 、市民    関

心 もっ もらうよう、若い世代 中心    関する啓発 行います。 

 

 

 

 

 

市民・地域の役割（できること、取組、お願いしたいこと） 

○   つ が  大切さ 目   、   つい  情報 入手しましょう。 

○   行事や集ま  場等で、     関する情報共有 しましょう。 

 

 

島田市の「いま」 

具体的な取組 

○市民  意識調査 よる 、若い年代 中心 近所づき いが希薄  っ き いるこ が

うかがえます。 

○市民  意識調査 よる 、各年代で  サービス つい 情報 入手し い い人が多 

 っ います。   関心 もっ もらえるよう 情報発信や啓発 行う必要が  ます。 

   対し 理解  る人、関心・無関心 人がいる 思われるが、関
心  る人 対し はよ 充実し 情報提供 、無関心 人 は関心 
持っ もらえるよう きっか づ  が必要 思われます。 
（市民  意識調査） 

施策の方向性 

市民 声 

行政・社会福祉協議会の取組 

◎ 広報・啓発活動の充実 

具体   組 内容 

島田市子育 応援サイト

「しまい 」 よる子育

 情報 発信    市 

子育  関する総合  窓口 し 、子育 支援サービス

 情報 子育 世代    積極  発信し いきます。 

ＳＮＳ 活用し 情報発 

信      市 社協 

ＬＩＮＥ、フェイスブック、インスタグラム等 各機能 活

用し、リアルタイムで  情報 発信します。登録者数 増

やし、市民が  情報 知 、参加できるよう します。ま

 、支援 必要 する人へ相談窓口や支援 等 情報が届

 よう 、広報紙やホームページ、ＳＮＳ ど 通じ 発信

します。 

支援 必要 する人へ 

情報発信   市 社協 

   困 ご 、生活困窮、ひきこも 、権利侵害等、支援

 必要 する人へ相談窓口や支援 等 情報が届 よう 

、広報紙やホームページ、ＳＮＳ ど 通じ 発信します。 

広報紙「みん  ふ し

だよ 」 発行  社協 

年４回程度発行し、市民へ  情報 提供します。市民が 

  関心 持ち、  活動へ参加するきっか  つ  ま

す。ま 、  活動団体へ  材 強化し、  活動 市民

が知る機会 します。 

 

 

 

 

指標名 
  値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

しまい サイト ホームページ総ビュー数 

            市 
378,718件※１ 380,000件 

ホームページ閲覧数        社協 13,542件 15,000件 

ソーシャルメディア よる情報発信数 

（フェイスブック、インスタグラム、 

ＬＩＮＥ等）          社協 

228件 275件 

動 （ＹｏｕＴｕｂｅ）配信数   社協 25件 25件 

※１：令和元年度 

 

 

目標指標 

 

 

「第４章 施策の展開」の見方 

島田市の「いま」 

統 や市民  意識調査、懇談会

等 結果 うち、   関連する

も  島田市    し 掲載し

 います。 

市民の声 

市民  意識調査、懇談会等 お

 る市民 意見 うち、   関

連するも  掲載し います。 

施策の方向性 

   踏まえ、今後５年間   

 大まか   性 掲載し いま

す。 

市民・地域の役割 

     する め 、市民や 

 で実践し ほしい 組 掲載し

 います。 

行政・社会福祉協議会の取組 

     する め 、今後５年

間で行政や社会  協議会が行う

具体   組 掲載し います。 

目標指標 

   達成度 客観  評価する

 め 設 し いる目標指標 掲

載し います。 
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第４章 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

第５章 

 
 
 
 
 
 

 

第６章 

   
目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

 

基本目標１  

福祉を身近に感じる環境づくり 
 

施策１ 福祉を「知る」機会の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 らゆる媒体 用い    関する情報発信 行います。ま 、市民   へ 

関心 もっ もらうよう、若い世代 中心    関する啓発 行います。 

 

 

 

 

 

市民・地域の役割（できること、取組、お願いしたいこと） 

○   つ が  大切さ 目   、   つい  情報 入手しましょう。 

○   行事や集ま  場等で、     関する情報共有 しましょう。 

 

 

  

島田市の「いま」 

具体的な取組 

○市民  意識調査 よる 、若い年代 中心 近所づき いが希薄  っ き いるこ が

うかがえます。 

○市民  意識調査 よる 、各年代で  サービス つい 情報 入手し い い人が多 

 っ います。   関心 もっ もらえるよう 情報発信や啓発 行う必要が  ます。 

   対し 理解  る人、関心・無関心 人がいる 思われるが、関
心  る人 はよ 充実し 情報提供 、無関心 人 は関心 持っ 
もらえるよう きっか づ  が必要 思われます。 
（市民  意識調査） 

施策の方向性 

市民 声 
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行政・社会福祉協議会の取組 

◎ 広報・啓発活動の充実 

具体   組 内容 

島田市子育 応援サイト

「しまい 」 よる子育

 情報 発信    市 

子育  関する総合  窓口 し 、子育 支援サービス

 情報 子育 世代    積極  発信し いきます。 

ＳＮＳ 活用し 情報発 

信      市 社協 

フェイスブック、インスタグラム、ＬＩＮＥ等 各機能 

活用し、リアルタイムで  情報 発信します。登録者数

 増やし、市民が  情報 知 、参加できるよう しま

す。ま 、支援 必要 する人へ相談窓口や支援 等 情

報が届 よう 、広報紙やホームページ、ＳＮＳ ど 通

じ 発信します。 

支援 必要 する人へ 

情報発信   市 社協 

   困 ご 、生活困窮、ひきこも 、権利侵害等、支

援 必要 する人へ相談窓口や支援 等 情報が届 よう

 、広報紙やホームページ、ＳＮＳ ど 通じ 発信しま

す。 

広報紙「みん  ふ し

だよ 」 発行  社協 

年４回程度発行し、市民へ  情報 提供します。市民が

   関心 持ち、  活動へ参加するきっか  つ  

ます。ま 、  活動団体へ  材 強化し、  活動 

市民が知る機会 します。 

動 配信(ＹｏｕＴｕｂｅ) 

 社協 

  教育関係 加え、ボランティア活動者 登場や、活動

団体や事業 ど 紹介し、内容 充実します。ま 、島田

市社会  協議会（以下「市社協」 いう）が主催ま は

関係し シンポジウムや研修会も 集し 配信します。 

社会  大会  催 

 社協 

  関係事業へ長年、功績  っ 人や団体 表彰や  

活動団体 発表等 通じ 、  啓発 図 ます。ま 、

  講演会やシンポジウム 合わせ  催し、市民が  

へ 理解 深める機会 します。 

各  で イベントへ 

参加        社協 

年間 通じ 、市内各  で 催されるイベント 参加 

し、市社協や  活動 ＰＲ します。 

  標語 作品 募集等

 企        社協 

市民全般が   つい 考え、思い 伝える機会 し 、

  標語等 作品 募集します。参集する企  は  、

郵送やインターネット、市民が参加しやすい 法 採用 

し、  へ 参加促  図 ます。 
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第３章 

 
 
 
 
 

 

第４章 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

第５章 

 
 
 
 
 
 

 

第６章 

   
目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

指標名 
  値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

しまい サイト ホームページ総ビュー数 

            市 
378,718件※１ 380,000件 

ホームページ閲覧数        社協 13,542件 15,000件 

ソーシャルメディア よる情報発信数 

（フェイスブック、インスタグラム、 

ＬＩＮＥ等）          社協 

228件 275件 

動 （ＹｏｕＴｕｂｅ）配信数   社協 25件 25件 

※１：令和元年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

目標指標 

ＳＮＳでつながる居場所 

「高齢者が自分で歩い 行 る場所 人 交流できる場所が れば介護予防

 つ がる。」 知っ Ａさん。昔から旅行 ど一緒 出か  い    仲

間 声 か 、公会堂 誰もが気軽 来るこ ができる『居場所』 つ  ま

し 。体操 する他、参加者が得意 こ  活かし、みん で楽しい時間 過

ごし います。 

「対象者 分 ず 、子どももお年寄 も障害  る人もみん が参加でき

る居場所ができ ら素敵だ 。」 思っ い Ｂさん。障害者 設 会場 し

    子どもへ 学習支援 始める 、自然 子ども 障害  る人  交

流が生まれまし 。ま 、ＢさんがＳＮＳ どで伝える思い 共感し    

お年寄 や学生が「私ができるこ で子ども かかわ  いからボランティア

 行き い。」 居場所 参加するよう   まし 。『みん  居場所づ  

 』が少しずつ広がっ います。 

コラム 
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施策２ 福祉を「学ぶ」機会の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人ひ  がそれぞれ 立場 理解し、認め合い、思いやるこ ができるよう、

すべ  市民 対象   教育   します。 

 

 

 

 

 

市民・地域の役割（できること、取組、お願いしたいこと） 

○自治会や  社協は、   テーマ し 学習会  催し、     つい  理

解 深めましょう。 

○子ども 対し 行う  教育 つい 、保護者や  も理解 深め、  で助 合

い・支え合い 実践できるよう しましょう。 
 

  

島田市の「いま」 

具体的な取組 

施策の方向性 

○  住民同士 関係性が希薄   、これまで  社会が果 し き 助 合い 機能 低

下が危惧され いる中、改め    つ が  強化し い  め は、市民一人ひ  が

   学び、理解 深めるこ が必要です。 

○市民  意識調査 よる 、     つい 学ぶ機会 設 るこ  求める声も一 数 

る め、     学ぶ意義や重要性 周知も行う必要が  ます。 

出前講座 充実等、子ども 対する  教育  め ほしいです。 
（    活動団体懇談会で 意見） 

市民 声 
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第２章 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

第３章 

 
 
 
 
 

 

第４章 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

第５章 

 
 
 
 
 
 

 

第６章 

   
目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

行政・社会福祉協議会の取組 

◎ 子どもに対する福祉教育の推進 

具体   組 内容 

学校教育 お る  

教育        市 

総合  学習 時間等 活用し、   人々  交流や高

齢者疑似体験 ど 体験活動 通し 、子ども ちが  

    つい 自ら考え行動する力 育 ます。 

保育体験学習 実  

 市 

小さ 子どもへ 理解 深める め、幼稚園・保育所等 

小・中学生、高校生  交流や保育体験学習 実 しま 

す。 

中学生赤ちゃんふれ 

い体験事業     市 

中学生 赤ちゃん親子  ふれ い きっか  命 大切

さ 学び、大切 育   れ 親へ 感謝 気持ち 持つ

きっか づ   します。 

子どもへ   教育 

（小学生）    社協 

学校から 相談 応じ、  教育 プログラム作成や出前

講座 実 します。高齢者や障害  る人等 対象者・当

事者理解（知るこ ）から、困っ いる人がい 時 声か

 するこ  目標 、学校や当事者、ボランティア活動 

者、   設、  包括支援センター★等 連携し   

 します。 

子どもへ   教育 

（中・高生）   社協 

学校から 相談 応じ、  教育 プログラム作成や出前

講座 実 します。小学生まで 当事者理解から、  理

解や主体性へ 働きか  意識し   教育 学校 相談

し   します。 

  教育プログラム 

見直しや 発、講師 

育成（  教育   

 め 各種連携強化） 

社協 

将来 活動者（  人材） 育成 目標 、  教育プロ

グラム 見直しや 発 します。教育委員会や学校 はじ

め、関係者・団体  連携 強化し、特   教育へ 協

力者（講師） 育成 図 ます。 

子ども   体験学習

 実       社協 

  教育等 通じ 、   関心  る子ども ちが、長

期休暇や土日祝日 、  で   学ぶ機会 つ  ま 

す。 
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◎ 地域における福祉教育の推進 

具体   組 内容 

市政出前講座（ふれ 

い しまだ塾） 実  

市 

市職員が市内団体等 対象 市 様々   や事業 つい

 積極  ＰＲする  も 、市民 市政へ 理解 深め

まちづ   担い手 し 市民意識 高めます。 

介護予防普及啓発事業 

          市 

高齢者が  で元気 暮らせるよう、講話や体操、レクリ

エーション ど   入れ 介護予防事業 実 し、介護

予防や認知症予防 知識 普及 図 ます。 

各  で 懇談会や座

談会  催    社協 

   まちづ   つい 、市民が話し合い、学ぶ機会 

つ  ます。  で   へ 機運 高め、  で   

   解決    住民主体   活動 きっか  １つ

 します。 

公 セミナーや出前講

座 実      社協 

「介護」「障害」「子ども」「生活困窮」「災害」「ひき

こも 」「成年後見」等      テーマ し  期セ

ミナーや研修会  催し、市民が気軽    学ぶ機会 

つ  ます。 

企業へ 出前講座 実

         社協 

企業が社員教育や社会貢献   し 時 、企業  も 

プログラム 作成し、各種研修や活動へ  できるよう 

支援します。 

ＳＮＳ普及講座 実  

     社協 

ＳＮＳ  じみ 薄い人や活動者 対象 、使い  講座

  催します。活動者 理解 高め、市社協へ 掲載依頼

 増やすこ や、活動者自身から情報発信できるこ  目

指します。 

 

 

 

 

指標名 
  値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

介護予防出前講座 催回数      市 16回 30回 

  出前講座実 校        社協 19校 25校※１ 

公 セミナー 実 回数      社協 ３回 ４回 

※１：全校（統廃合 よる５年後 校数） 

 

  

目標指標 



 

49 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

第１章 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２章 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

第３章 

 
 
 
 
 

 

第４章 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

第５章 

 
 
 
 
 
 

 

第６章 

   
目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

施策３ 地域におけるふれあい・交流機会の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  住民同士がふれ い、交流するこ ができる場や機会 充実 図るこ で、

住民同士 関係づ  や互い 支え合う  づ   つ げます。 

 

 

 

 

 

市民・地域の役割（できること、取組、お願いしたいこと） 

○自分が行事 参加する き は、   人 「参加しませんか」 ど、ひ 声か 

 みましょう。 

○  ふれ い事業 ど高齢者 交流拠点 おい は、男女問わず参加しやすい企 

 考えましょう。 

○子育  し いる人は、   中 子育  先輩 アドバイス 求め みましょ 

う。 

 

 

  

具体的な取組 

施策の方向性 

島田市の「いま」 

○市民  意識調査 よる 、約３割 人が   行事、  活動へ参加し いません。特 

若い世代で参加し いる人が少   っ います。 

○市民  意識調査 よる 、   行事、  活動へ参加し い理由 し 、時間  余裕

  さや知ら い人ばか で る、行っ こ が い、行事 情報 知ら い等が挙げられ

 います。   行事、  活動 関する情報提供 強化する  も 、参加し い 思う

こ や気軽 参加できる活動 する め 内容 見直し、充実が求められます。 

障害 特 視し い め も、もっ もっ 広い世代や障害  る人 
 交流、日常  かかわ  できる環境  れば 思います。 
（市民  意識調査） 

市民 声 
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行政・社会福祉協議会の取組 

◎ 地域での交流促進 

具体   組 内容 

健康づ  啓発事業 

          市 

健康ウォークや講演会  催、楽しみ がら健康で幸せ 

暮らせるこ  応援するポイント制度「健幸マイレージ事

業」 実 等 通じ 、   お る健康づ   交流 

活動   します。 

社会教育 設 機能充

実               市 

イベントや講座  催 ど 通じ 、   つ ぐ拠点 

し 、  住民 交流や学習、  づ   支えます。 

老人クラブ・シルバー

人材センターへ 支援 

          市 

高齢者 生きがいづ   社会参加 図る め、老人クラ

ブ及びシルバー人材センター 対し 、活動費 助成や広

報支援 します。 

高齢者学級  催  市 高齢者 生きがいづ   社会参加 図る め、市内 公

民館等で高齢者学級  催し、学習 交流 場 提供しま

す。 

手話通訳者・要約筆記

者派遣事業     市 

市内 行事や講演会等 手話通訳者や要約筆記者 派遣 

し、障害  る人が参加しやすい環境づ   します。 

保育所 お る多世代

交流 促      市 

保育所等 おい 、様々 年代 人  ふれ い 機会 

充実し、  で子ども 育 る意識 醸成 図 ます。 

学校 お る  交流

活動        市 

   人 ち  交流 通じ 、  で子ども 育 る意

識 醸成 図 ます。 

コミュニティスクー 

ル・  学校協働 部

事業        市 

  全体で子ども ち 学びや成長 支える め 、  

 学校が連携・協働し がら、様々 活動 行います。 

子育 学習支援事業 

          市 

子育 中 親 学習（親学講座）、家庭教育 充実  め

 家庭教育講座、家庭教育学級、子育 広場、子ども読書

活動   支援 ど 実 します。 

児童健全育成事業  市 児童館、児童センターで   高齢者や多世代 交流する

事業 実 します。 

多世代交流や障害  

る人  交流 機会 

創出       社協 

市民が気軽    ふれる機会や交流 場 し  催しま

す。子どもから高齢者、障害 有無 かかわらず、相互理

解 場  るよう 企  します。 
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第６章 

   
目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

指標名 
  値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

健幸マイレージ参加者数       市 997人 1,800人 

家庭教育講座 延べ参加者数     市 1,343人 2,000人 

  学校協働 部事業等ボランティア活動 

延べ人数              市 
36人 1,000人 

多世代交流や障害  る人  交流 機会 

 社協 
年１回 年１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

目標指標 

互いに支え合う地域づくり 

ＰＴＡ活動 通し 子ども ち 関わるこ が自身 喜び  っ い Ｃさ

ん。児童虐待 ニュース 心 痛め、「子ども ちが生き い 中で少しでも

喜びや一筋 光 持  ら…」 思い、子ども食堂 始めまし 。調理や配膳

 ど   人や中高生がいきいき ボランティア活動 行い、子ども 子育 

中 人 楽しい時間 提供し います。ま 、活動 する中で、子育 中 生

活困窮者へ 支援が必要だ 感じ、缶詰 ど 食糧や生理用品 ど 渡す支援

も始めまし 。活動 知っ    農家や住民から「子ども食堂で使っ  だ

さい。」 食材 寄附が集まる ど、活動 支える『応援団』が増え、互い 

支え合う  づ   つ がっ います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども食堂で活躍する中高生ボランティア 

コラム 
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基本目標２   

福祉課題を解決することができる地域づくり 
 

施策１ 地域を支える人材の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  活動やボランティア活動 継続し 行うこ ができるよう、   支える人

材やボランティア活動   組む人材 育成 図 ます。 

 

 

 

 

市民・地域の役割（できること、取組、お願いしたいこと） 

○行政や社会  協議会等から情報 入手し、子どもや若者が「やっ み い」 思

えるボランティア活動 企 しましょう。 

○休日 短い時間で参加できるボランティア等、働い いる人でも参加しやすいボラ

ンティア活動 企 しましょう。 

○「自分 もできそう」「やっ み い」 思えるボランティア 見つ ましょう。 

○友達や仲間 誘い、ボランティア 参加し みましょう。    

具体的な取組 

施策の方向性 

島田市の「いま」 

○全国  人口減少や少子高齢化が 行し、   支える人材が減少し います。ま 、価値

観やライフスタイル 変化、 年後も働 人 増加等 影響 よ 、  活動へ参加する人

 減少もみられます。 

○市民  意識調査 よる 、ボランティア、ＮＰＯ活動へ参加し こ が い主 理由 つ

い は、「自分  っ 時間や内容で活動でき い め」「身近 団体や活動内容 関する

情報が入手し  い め」が高  っ いるこ から、市民が活動しやすい時間帯や活動内

容 把握し、参加しやすい活動  るよう見直し  めるこ が求められ います。 

活動 担い手、後継者 確保が難し  っ います。 
（    活動団体懇談会で 意見） 

市民 声 
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第５章 

 
 
 
 
 
 

 

第６章 

   
目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

行政・社会福祉協議会の取組 

◎ 活動への参加促進 

具体   組 内容 

社会教育講座  催 

          市 

    解決   組む人材育成 目  、社会教育講座

  催します。 

青少年リーダー 育成 

          市 

中高生以上 対象 し 青少年リーダー養成講座で る 

「はば  リーダー」等 実  よ 、  活動やボラン

ティア活動で活躍できる人材 育成します。 

協働 まちづ  セミ

ナー  催     市 

市民 まちづ   対する意識啓発及び市民レベルで  

 解決    、主体  行動できる人材 発掘、育成し

ます。 

学校外で 活動 機会

づ  や参加支援 

 社協 

放 後、土日祝日、長期休暇 、気軽 ボランティア活動

へ参加できるよう 情報提供や機会づ  から参加支援 

します。特 、  活動 関心  る高校生、大学生へ 

支援 努めます。 
    

 

◎ ボランティア活動の推進 

具体   組 内容 

認知症サポーター★養成

講座  催     市 

小中学校や企業 ど幅広い層 対象 、認知症 正しい理

解 、認知症 人やそ 家族 支援するこ ができる「認

知症サポーター」 養成する め 講座  催します。 

手話・点訳・要約筆記

ボランティア養成事業 

          市 

手話・点訳・要約筆記 係る各種奉仕員養成講座  催 

し、ボランティア 養成 図 ます。 

ファミリー・サポー 

ト・センター事業  市 

   おい 子育  援助 受  い人（委託会員） 子

育  援助 行い い人（受託会員）  相互支援活動 

連絡・調整等 行い、  住民  協働 よる子育 支援 

サービス 提供します。 

ボランティア活動 相

談        社協 

主    関するボランティア活動へ関心 持っ 人 相

談 応じ、相談者 希望 沿っ 活動ができるよう 支援

します。支援    、ボランティア活動 手引き 作成

し、理解 深め もらいます。 
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具体   組 内容 

ボランティア活動者 

育成       社協 

ボランティア活動へ関心  る人 対象 、講座や研修会

  催し、ボランティア活動や    活動 理解する機

会 つ  ます。そし 、ボランティア団体、  社協、

居場所等で 活動者 育成します。 

 

 

 

 

指標名 
  値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

青少年リーダー育成事業参加者数   市 ８人 13人 

認知症サポーター養成者数      市 14,007人 20,000人 

ボランティア活動者数（保険加入数）社協 3,484人 3,700人 

ボランティア活動 関する相談件数 社協 207件 240件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

目標指標 

中学生の「きづき」～自分にできること 

認知症が る妻 ２人暮らし Ｄさん。一人で抱え込ま いよう   包括

支援センター（島田市 愛称：高齢者 んしんセンター） 事業や介護者 集

ま  ど 参加し いまし 。しかし、介護疲れから、妻から一瞬目 離し 

時 、妻が一人で外出し しまいまし 。「雨 中、傘もささず 立っ いる

 どおば ちゃん大丈夫か ？」妻 様子 気づい  は下校中 中学生でし

 。学校 戻 そ こ  先生 伝える 、先生が  包括支援センターへ連

絡し、妻は無事 Ｄさん 一緒 家 帰るこ ができまし 。   人 ち 

見守 が るこ で、『住み慣れ   で安心し 生活し い』 いう思い 

叶えるこ ができます。 

コラム 

小中学校での認知症サポーター養成講座 
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目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

施策２ 地域福祉推進体制の整備、発展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  活動やボランティア活動 よ 活発 、ま 、活動  盤 よ 強固 し 

い  め 、活動支援や        め 体制 強化します。 

様々 手法 よ   ニーズ 把握し、  ご       明らか する  

も 、  解決  め 仕組みづ    めます。 

 

 

 

  

施策の方向性 

島田市の「いま」 

○市民  意識調査 よる 、民生委員・児童委員 認知度 つい は「知っ いる」が全体

 約４分 ３  っ います。民生委員・児童委員が市民や   困 ご  把握し、専門

機関等へつ げるこ ができるよう、民生委員・児童委員 役割や活動内容 つい 、広 

周知  めるこ が必要です。 

○市民  意識調査 よる 、今後  で行う必要が る支援 つい 「隣近所 住民同士 

普段から つき い」「災害等 備え   で 協力体制づ  」「ひ  暮らし高齢者 

見守 等 活動」が高  っ います。 

○市民  意識調査 よる 、   住む人同士が助 合い、支え合える  づ    め、

今後市で行う必要が る支援 つい は「孤立し いる障害者・介護 要する高齢者 時々

訪問し 、声 か る」「   人々が交流する機会 設 る」「自治会・町内会やボラン

ティア等 活動団体 支援する」 回答し 割合が高  っ います。行政や社会  協議

会、関係機関、  組織、関係団体、市民等で役割 分担する  も 、連携 強化し、包

括  支援体制 構築  める必要が  ます。 

学校単位で  社協 組織 確立すべき 思います。 
（市民  意識調査） 

市民 声 
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市民・地域の役割（できること、取組、お願いしたいこと） 

○ボランティアやＮＰＯ団体は、他団体 合同勉強会 実 する ど、連携 情報共

有体制 強化し、活動内容 充実させましょう。 

○リーダーや役員へ 負担が集中し いよう、組織や  全体でフォローしましょ 

う。 

○  社協が設立され い い  では、組織設立  組  めましょう。 

○日常生活 中で感じる不安や困 ご  発信し、   中でど よう 手助 が必

要か 共有しましょう。 

○身近 困 ご 、支援 ニーズ 把握し「自分 できるこ 」 発信しましょう。 

○   中で 困 ご  発見機能 強化する  も 、関係機関 情報共有、連携

し、  で解決できる 法 見つ ましょう。 

 

行政・社会福祉協議会の取組 

◎ 団体への支援 

具体   組 内容 

民生委員・児童委員へ

 活動支援     市 

民生委員・児童委員 職務遂行 必要 知識 技術習得 

 め、県や関係機関 連携し、各種研修会 実 します。 

    活動団体等へ

 活動支援     市 

既存 ボランティア団体や、  ふれ い事業等、市民が

中心  っ 行う活動 対し、運営支援、相談支援 しま 

す。 

ボランティア団体へ 

運営支援     社協 

ボランティア団体から 活動相談、ボランティア活動室 

貸出、ネットワーク会議  催、各種補助金や活動 関す

る情報提供 ど、安 し 活動ができるよう 運営 支援

します。 

  社協  盤整備 

         社協 

  社協が未設置   や   再  検討する   相

談し、  社協活動が実 できるよう 支援します。 

  社協 運営支援 

         社協 

  社協から 活動相談、小    活動連絡会  催、

各種補助金や活動 関する情報提供 ど運営 支援しま 

す。さら 、新       対応できるよう 支援しま 

す。 

 

  

具体的な取組 
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目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

◎ 関係機関との連携や情報共有 

具体   組 内容 

関係機関等  連携・

情報共有      市 

    活動 円滑化・充実  め、生活支援 つ ぐ会

等 通じ、自治会や  社協、民生委員・児童委員、保健

委員等 関係団体  連携・情報共有体制 強化します。 

子育 支援ネットワーク 通じ 子育 支援団体や関係機

関  連携、情報共有体制 強化 図 ます。 

企業等  連携 よる

若者・障害者 就労 

促         市 

ハローワークや企業 連携し、企業見学会  催や障害者

就職相談会 ど 通し 、障害者就労 促 し、企業  

チーム支援（島田 式） よるマッチング 行います。 

社会  法人 連携し

     へ  組 

 社協 

市内社会  法人  連携 強化し、        解

決  め 、社会  法人や  社協、居場所等  も 

協議できる体制 整えます。 

 

◎ 地域の居場所づくり 

具体   組 内容 

居場所づ      

 市 

  ふれ い事業 実 し いる団体へ支援する  も

 、空き家 ど 活用し    お る高齢者 交流拠点

  る新  居場所づ     します。 

つどい 広場事業（子

ども 居場所 提供

等） 行う団体へ 支

援         市 

   公民館、公会堂等 使い、子ども及びそ 保護者 

交流、育児相談、育児 関する情報提供、子ども 居場所

 提供等 行う団体 支援します。 

居場所  盤整備 社協 新  居場所や子ども食堂等 設立し い  や団体 相

談 応じ、居場所 し 活動できるよう 支援します。 

居場所 運営支援 社協 居場所から 活動相談、居場所連絡会  催、活動 関す

る情報提供 ど、安 し 活動ができるよう 運営 支援

します。 

居場所 機能強化 社協 居場所が「いつでも」「だれでも」参加しやすい場所  

るこ や       が寄せられ、相談支援 きっか 

  るこ が る め、職員が 期  訪問し、居場所 

運営する市民 意識 高めるこ  ど、みん  居場所 

目指し機能強化 図 ます。 
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◎ 地域福祉の総合的な体制整備 

具体   組 内容 

  ニーズや   把

握         市 

市各種相談窓口や、関係機関  会議等 よ 、  ニー

ズや   把握します。 

市政 対する満足度、 市 住み心 、市民   ニーズ

 関する意識、実態 把握する め、各種アンケート調査

 実 します。 

  包括ケアシステム

 充実    市 社協 

高齢者が住み慣れ   でいつまでも安心し 暮らし い

 こ ができるよう、  内で助 合う  も 、保健・

医療・介護・  等が連携し、必要 サービスが一体  

 っ 切れ目  受 るこ ができるよう、  包括ケア

システム 構築・   図 ます。 

生活支援体制整備事業 

市 社協 

生活支援コーディネーター★ よる担い手 発掘・養成、

活動等へ支援します。  包括支援センターで 小  ケ

ア会議 よ    源 発掘（立上げ）    連携や情

報共有等 支援 します。 

生活支援コーディネーター活動 通じ 、  ニーズや  

   把握し、新  活動 創出や担い手 養成します。 

  住民や  包括支援センター ど 連携し、高齢者 

ニーズ    源    把握 努めます。 

事業者  連携やＩＣＴ 活用し サービス等 検討します。 

 

 

 

 

指標名 
  値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

民生委員・児童委員 相談・支援件数 市 3,529件 4,500件 

  社会  協議会 設置数  市 社協 11件 15件※１ 

協議体  催回数       市 社協 18回 30回 

居場所 設置数        市 社協 72か所※２ 100か所※２ 

社会  法人  連携参加法人数  社協 －※３ 14法人※４ 

生活支援サービス実 団体数    市 社協 ３団体 ６団体 

※１：市内全      

※２：子ども食堂含む 

※３：令和３年度 始  

※４：市内全法人       

目標指標 
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目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

 

 

  社会  協議会（「  社協」） は、各       解決  め 活動

する団体で、自治会、民生委員・児童委員、ボランティア等で構成され います。 

  社協は、各   活動や   合わせ 、自治会単位から小学校 、ま は

中学校 で組織され、市内では11  で活動し います。 

高齢者サロン、子育 サロン、居場所、生活支援サービス、一人暮らし高齢者 

集い等 活動から、広報紙 発行や研修会 実 等、      合わせ 、様々

 活動   し います。 

 

◆地区社協の設置状況 

No. 地区社協名 世帯数※１ 設立年月 サロン活動※２ 

１ 御仮屋町 666世帯 H21.1 
高齢者サロン 1か所 

居場所 1か所 

2 第三小学校区 2,474世帯 H21.3 
高齢者サロン 4か所 

居場所 1か所 

3 道悦島 1,804世帯 H22.1 

高齢者サロン 5か所 

居場所 3か所 

子育てサロン 1か所 

4 岸町 1,053世帯 H22.4 

高齢者サロン 2か所 

居場所 1か所 

子育てサロン 1か所 

5 身成(川根) 382世帯 H24.8 なし 

6 東町 2,538世帯 H25.3 

高齢者サロン 1か所 

居場所 1か所 

子育てサロン 1か所 

7 阿知ヶ谷・東光寺 735世帯 H25.3 居場所 2か所 

8 金谷 7,029世帯 H26.3 

高齢者サロン 8か所 

居場所１３か所 

子育てサロン 2か所 

9 初倉南小学校区 2,206世帯 H26.4 
高齢者サロン 4か所 

居場所 1か所 

10 第四地区 4,232世帯 H27.4 

高齢者サロン 1か所 

居場所 8か所 

子育てサロン 1か所 

11 大津小学校区 1,672世帯 H29.３ 
居場所 7か所 

子育てサロン 1か所 

※１：令和２年12月末 在 

※２：令和３年10月 在 

市 市社協では、市内全  で   社協活動    目指し います。   

では、   再  含め 、15   目標 し います。 

 

 

  

地区社会福祉協議会 
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団  住む高齢 女性から、「最近、買い物が大変  っ 。」 いう相談が 

 包括支援センターへ入 まし 。  包括支援センターから、市社協、  社 

協、民生委員・児童委員等へ連絡し、対応 検討する中で、「同じよう 買い物 

ど、日頃 生活 困っ いる人がいる では いか。」 いう意見が出まし 。そ

こで、  内 全世帯へアンケート 実 し 結果、同じよう 困っ いる人が一

 数いるこ がわか 、同時 、困っ いる人  め 活動できる人も一 数いる

こ もわか まし 。これ きっか  困っ いる人 活動できる人 つ ぐ仕組

みづ   目指すこ    、応援隊 活動が始ま まし 。 

 

◆応援隊の仕組み（道悦島応援隊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆応援隊活動実施地区 

地区 生活支援 外出支援 

道悦島 ○ 実証実験中 

岸町 ○  

金谷 ○ ○ 

 

 

 

 

  

応援隊活動（生活支援サービス） 

生活支援サービスの様子 
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目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

施策３ 安全・安心を守る活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃から   で 顔 見える関係づ      し 、避難時 助  必要 

する人 支援する仕組みづ  や大規模自然災害 対する体制 強化、感染症 拡

大防止  め 対   めます。ま 、高齢者等 狙っ 詐欺等 犯罪も増加し 

いるこ から、  ぐるみで安全・安心 環境づ    めます。 

 

 

 

 

市民・地域の役割（できること、取組、お願いしたいこと） 

○防犯情報等 入手 努めましょう。 

○子ども ち 登下校 安全、不審者 対する対応、交通事故防止、青少年へ 声か

 、 いさつ運動等、  ぐるみ  組や仕組みづ   行いましょう。 

○隣近所で気 かかる人 対し 、良い意味で「おせっかい」 気持ち 持ち、見守

 ・助 合い 体制 築きましょう。 

○  でチラシ 配布し  する き ど 手渡しで行う ど、隣近所  顔 見え

る関係づ    めましょう。 

○避難行動要支援者も含め 、   防災訓練 参加し、いざ いう き 正しい行

動が れるよう しましょう。 

○日頃から  で 防災意識 高めましょう。    

具体的な取組 

施策の方向性 

島田市の「いま」 

○  で 防犯や消費者被害 関する啓発が求められ います。 

○市民  意識調査 よる 、災害時 手助  必要 する人へ 対  し   組むべきこ

  つい 「  ・近所 中で日頃から住民同士が協力できる体制 つ る」が高  っ 

います。日頃から 隣近所や  で 助 合い よ 、災害時でも助 合うこ ができる関

係づ  や体制づ    める必要が  ます。 

○近年発生し いる風水害や 震等 よる災害時 対 強化や新型コロナウイルス感染症等 

感染拡大 防ぐ め 体制整備が求められ います。 

朝や下校時 児童見守  パトロール し いる人 ち 
はいつも朝早 から助かっ います。  が うございま
す。（市民  意識調査） 

市民 声 
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行政・社会福祉協議会の取組 

◎ 防犯等に関する情報提供と啓発 

具体   組 内容 

消費者被害防止啓発 

          市 

悪質商法 ど 被害 防ぐ め、関係機関 連携し、消費

者被害情報や対処 法等 つい 、情報提供 行うほか、

相談窓口 周知 図 ます。 

交通安全・防犯意識啓

発         市 

市民一人ひ   交通安全意識や防犯意識  上 図る 

め、警察署等 関係機関 連携し、交通安全講習会や防犯

まちづ  講座  催し、啓発活動   します。ま 、

交通事故 発生  や防犯対  関する情報 提供 行 

い、市民 交通安全・防犯意識  上 図 ます。 

子ども 安全・安心 

守る活動      市 

青色防犯パトロールや子ども110番 家 設置、青少年へ 

声か 運動 ど、  ぐるみで子ども ち 安全・安心 

守っ い 活動   します。 

犯罪被害者等支援  

          市 

犯罪被害者等支援総合窓口 設置や関係機関  連携協力

 よ 、犯罪被害者が安心し 暮らせるよう、適切 対応

 支援 図 ます。 

 

◎ 地域の見守り活動の推進 

具体   組 内容 

   お る見守 活

動 支援      市 

犯罪が発生し  い安全・安心 まちづ     する 

め、自治会等  防犯団体が自主  行う活動 支援しま

す。 

一人暮らし 高齢者や

高齢者世帯 ど 見守

 活動 促     市 

民生委員・児童委員や生活支援コーディネーター 通し 

 、   見守 体制 構築します。 

  高齢者見守 ネッ

トワークづ  事業 市 

市内 事業所等 協力 得 、高齢者 日常  見守 、

支援する体制 充実・強化します。 

ひ  暮らし高齢者等

緊急通報システム事業 

          市 

ひ  暮らし高齢者等 対する緊急通報システム事業 よ

る日常生活 見守  緊急事態 対応 行う  も 、電

話 よる 期  安否確認 行います。 

見守 活動    

 社協 

個       発見から解決    活動 １つが、近

隣住民等 よる見守 活動です。見守 活動 通じ 、異

変が っ 時 、支援がつ がる  づ   目指しま 

す。 
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◎ 支援を必要とする人への対応 

具体   組 内容 

避難行動要支援者名簿

 作成       市 

避難時 支援 要する者 対し 、事前 情報収集及び同

意書 提出 促し、実際 避難が必要  っ 際 避難行

動 円滑 行えるよう、自主防災会等  情報共有体制 

整えます。 

要配慮者避難支援  

          市 

要配慮者避難支援      よ 、避難行動 支援が必

要 人 情報   で共有し、支援体制 確立します。 

  避難所設置運営マ

ニュアル 作成   市 

高齢者・障害  る人・児童等が指 避難所で 共同生活

が困難 場合 、事前 協  締結する 設等 、市 災

害対  部が連携   やす する め マニュアル 整

備します。 

 

◎ 緊急時・災害時に備えた体制の強化 

具体   組 内容 

防災対  関する普及

啓発        市 

市民 防災意識 上  め、防災メールや市公式ＬＩＮＥ、

広報紙、ＦＭ島田 ど活用し 情報発信 努めます。 

自主防災組織育成事業 

 市 

自主防災組織 活性化 図る目 から  防災リーダー 

養成する講座  催します。ま 、各   自主防災力 

 上 支援する め、自主防災組織 よる防災訓練や防災

 機材 整備、防災マップ作成 対し 補助金 交付しま

す。 

感染症対 へ 体制強

化         市 

感染拡大防止対  立案・総合調整 行います。ま 、 

国・県・医療機関等 連携し、柔軟 対応ができる体制 

整備、感染症対 機能 備え 避難所 整備  めます。 

災害ボランティアセン

ター運営訓練 実  

         社協 

 震や水害 想 し、 期  災害ボランティアセンター

 運営訓練 実 します。 

災害ボランティアコー

ディネーター★ 養成 

 社協 

災害ボランティアセンター 運営 支援するコーディネー

ター 養成します。 

災害時 備え 連携 

強化       社協 

ライオンズクラブや青年会議所等、災害ボランティアセン

ターへ 支援団体、災害ボランティアコーディネーター 

運営訓練や情報交換 通じ 連携 強化し、適切 支援が

受 られるよう します。 
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具体   組 内容 

災害ボランティアセン

ター 機能強化  社協 

ＩＣＴ 活用し 効率  運営 行うこ で、     

 把握や住民 気持ち 寄 添っ 支援 注力し、早期復

興 目指します。 

 

 

 

 

指標名 
  値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

犯罪発生件数（刑法犯認知件数）   市 295件 200件以下 

交通事故（人身事故）発生件数    市 478件 400件以下 

  防災マップ 整備数       市 35件 50件 

   防災訓練参加率        市 52.4％※１ 55.0％ 

災害ボランティアコーディネーター 

登録者数             社協 
46人 60人 

※１：令和元年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標指標 

災害に備える～災害ボランティアセンター 

災害発生後、行政から 指示 受 市社協が災害ボランティアセンター 立

ち上げます。市社協では、災害ボランティアセンター 運営    島田青年

会議所、島田ライオンズクラブ ど災害時支援協  締結や、災害ボランティ

アコーディネーター 養成 ど   組んでいます。「自分が少しでも島田市

 復興 力  れ ら。」 災害ボランティアコーディネーター養成講座 受

講し  れ Ｅさん。同じ   住む人だからこそ、被災され 人 気持ち 

寄 添えるこ が  ます。それぞれ 立場でできる力 結集し、これからも

災害時 負  いまちづ    め いきます。 

コラム 

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の様子 
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基本目標３   

様々な困りごとを受け止め解決につなげる 

体制づくり 
 

施策１ 相談支援・情報提供の仕組みづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属性 かかわらず らゆる相談 受 止め、解決 つ ぐ め 相談支援や情報

提供 行う体制 整備  めます。 

誰もが公共 設等 利用しやす し、情報 受容しやす する め、多様 立場

 意見 踏まえ、ユニバーサルデザイン   します。ま 、デジタル化が む社

会で高齢者等が安心し デジタル機器が使え、サービス 享受できるよう支援体制

 整え いきます。 

 

 

市民・地域の役割（できること、取組、お願いしたいこと） 

○家族や友達 はじめ、   お る身近 人 悩み、困 ご  察知し、相談相手

  るよう しましょう。 

○不安や悩みが る場合、一人で悩まず 誰か 相談するよう心が ましょう。 

○各自が、隣近所や民生委員・児童委員等 かかわ  持ち、   中で気軽 相談

できる人 つ るよう心が ましょう。 

○行政や団体から   情報 周囲 人 伝え、   中で情報 共有しましょう。   

具体的な取組 

施策の方向性 

島田市の「いま」 

○市民  意識調査 よる 、生活上 悩みや不安 相談先 つい 、「 い」が15.2％、 

「わから い」が15.7％  っ お 、専門機関 相談窓口 機能強化 合わせ 、市民 

相談窓口や専門職等 周知 図る必要が  ます。 

○市民  意識調査 よる 、約３割 人が   関する総合相談窓口 求め います。属性

 かかわらず らゆる相談 受 止め、解決 つ ぐ め 仕組みづ  が必要です。 

○市民  意識調査や    懇談会、「中学生 えが ふ し まち」 意見では、ユニ 

バーサルデザイン   や高齢者がＩＣＴ つい 学ぶ機会 設 るこ 等が求められ お 

 、誰もが利用しやすいも  し い 必要が  ます。 

 設 ど バリアフリー化も必要ですが、 んでも相談ができる ど
ソフト面で バリアフリー化が今後必要か 思います。 
（市民  意識調査） 

市民 声 
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行政・社会福祉協議会の取組 

◎ 包括的な相談支援体制の構築 

具体   組 内容 

  包括支援センター

運営事業      市 

高齢者 総合相談窓口 し   包括支援センター 設置

し、必要 情報 提供や介護サービス 利用支援等 行う

  も 、保健・医療関係者等  連携 よる相談体制 

充実します。 

 幹相談支援センター

事業        市 

障害  る人やそ 家族 各種ニーズ 対応する め、人

材育成や関係機関等  連携 強化 よ 、相談支援体制

 強化 図 ます。 

子育 世代包括支援セ

ンター★「    」 

市 

母子保健コーディネーターが母子 健康や子育  関する

相談 応じ、関係機関 連携し、切れ目  い支援体制 

充実します。 

島田市版ネウボラ  

          市 

担当保健師 中心 し 妊娠期から子育 期まで 母子及

び父親 含む家族全体 継続支援 目  し 島田市版ネ

ウボラ   します。 

相談員 育成    市 市 各種相談機関や市社協、関係機関 相談員 よる情報

交換や各種研修 受講等 よ 、相談員 専門性 確保及

び 質  上 図 ます。 

包括  相談支援体制

 構築    市 社協 

制度 狭間   や多様で複合     抱える人 包括

  受 止め、必要 支援 つ げる め、市 市社協及

び関係機関等が連携し、包括  相談支援体制 構築  

  検討  めます。 

 

◎ 相談支援の充実 

具体   組 内容 

子育 コンシェルジュ

 よる総合  子育 

支援（利用者支援事 

業）        市 

すべ  子ども 係る相談窓口 し 、保護者から 悩み

や相談等 受 、他部署 連携し がら解決 導 支援 

行います。ま 、子育 支援事業 円滑 利用できるよう

、必要 情報 提供や助言 行い、関係機関  連絡調整

 行います。 

  子育 支援セン 

ター★事業     市 

子育 親子及び妊婦 交流 場 提供 交流 促  図る

  も 、子育 等 関する相談や子育 関連情報 提 

供・講習等 実 します。 
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具体   組 内容 

   まちづ  セン

ター 機能強化  社協 

市社協が「断ら い相談支援」「包括  相談支援体制」

 し 対応する め、  住民や相談者から 相談 受 

 めます。 

市社協職員が、相談者 自宅 訪問し、実態 把握するこ

 や     活動 訪問し、     受 付 るこ 

等、アウトリーチ 意識し 活動 します。 

受 付  相談 職員間で協議、そし 関係機関 も協議

し、解決    活動（多機関協働）へつ げます。 

 

◎ ユニバーサルデザインの推進・デジタルデバイド対策 

具体   組 内容 

ユニバーサルデザイン

 配慮し 公共 設整

備（道路整備も含む）

          市 

誰もが安心し 利用できるよう、ユニバーサルデザイン 

配慮し、公共 設や道路等 整備 行います。 

ユニバーサルデザイン

 配慮し 情報提供 

          市 

声 広報、点訳広報 配布 よ 、視覚障害、聴覚障害等

  る人 生活上必要 情報 伝えられるよう配慮しま 

す。 

刊行物 作成    、ユニバーサルデザイン 考え  

意識し、誰 でも読みやす わか やすいも  します。 

ＩＣＴ 活用し  組

       市 社協 

よ 多  人が     知 、様々 支援等が受 られ

るよう 、ＩＣＴ 活用し 情報提供、申請受付や相談 

法等 検討し、利便性  上 努めます。 

デジタル活用支援員派

遣事業       市 

高齢者等がスマートフォン 利活用 法 理解し、安心し

 正し 使用し い だ  め 支援員 派遣し、スマー

トフォン講座  催します。 

デジタル活用支援員育

成事業       市 

   お るデジタル活用支援員 育成するこ で、高齢

者等が身近でスマートフォン 使用 つい 相談できる環

境 整えます。 
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指標名 
  値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

  包括支援センター 認知度    市 25.0％ 45.0％ 

マイ支援センター登録者  

  子育 支援センター延べ利用人数 市 
4,499人 5,000人 

担当保健師がいるこ  知っ いる 

保護者 割合            市 
71.0％ 100.0％ 

   まちづ  センター相談受付件数 

 社協 
291件 350件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目標指標 

近所の人の気づきが自立支援へ 

「最近Ｆさん 見か  いね。」 いう近所 人 声 聞い 民生委員・児

童委員が、Ｆさん宅 訪問し  ころ、郵便物がポストから ふれ いる  

で、ドア ノックし も反応が い 市社協 連絡が  まし 。市社協職員

が訪問しまし が、やは 反応が  ません。窓 隙間 「一人で悩まず相談

し  ださい。」 市社協 連絡先 記入し 手紙 挟んだ ころ、後日、Ｆ

さんから連絡が  、生活が苦し  ずっ 一人で悩んでい   こ でし 

 。そ 後、悩み 丁寧 聞き  、生活再建  め    Ｆさん  も 

作成し、法律 専門家 も協力 求め 支援 継続しまし 。 在では、悩み

ご も解決し、安心し 生活 送れるよう   まし 。 

コラム 
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目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

施策２ 誰もが尊重される仕組みづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが尊重され、安心し 生活 送るこ ができるよう、権利擁護や成年後見制

度 利用促   め  組  めます。 

 

 

 

 

市民・地域の役割（できること、取組、お願いしたいこと） 

○虐待やＤＶは、重大 人権侵害で るこ  理解し、根絶    気持ち 持ちま

しょう。 

○虐待やＤＶ被害が潜在化し いよう、身近 人 様子 気 か 、疑いが る場合

は通報しましょう。 

○成年後見制度や日常生活自立支援事業★ ど、権利 守る め 制度 つい 、そ

 内容や目  理解し、必要 応じ 利用できるよう しましょう。 

 

  

具体的な取組 

施策の方向性 

島田市の「いま」 

○2019（令和元）年10月、 市では、市社協内 「島田市成年後見支援センター」  設しま

し 。島田市成年後見支援センターでは、判断能力が十分で い人も  で安心し 生活 

送るこ ができるよう、権利擁護や成年後見制度 利用促   め  組  め います。 

○市民  意識調査 よる 島田市成年後見支援センター 期待するこ  つい 、「相談窓

口 充実」「「広報しまだ」で紹介」が高  っ お 、相談窓口 機能強化や若い年代 

中心 成年後見制度 つい 、広 周知  め、制度 利用促  つ げる必要が  ま 

す。 

権利擁護  め 活動や生活支援員 仕事は、ますます重要  っ
 き いる 思います。（  委員会で 意見） 

市民 声 
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行政・社会福祉協議会の取組 

◎ 誰もが尊重される仕組みづくり 

具体   組 内容 

虐待 早期発見 早期

対応    ネット 

ワーク 強化    市 

虐待やＤＶ 早期発見・早期対応、困難事例へ 対応力 

強化   、「要保護児童対   協議会」「高齢者・障

害者虐待防止及び障害者差 解消ネットワーク会議」  

催 よ 、各関係機関 連携強化、ケース検討  めま 

す。 

虐待やＤＶ 関する相

談窓口や情報 周知 

          市 

虐待やＤＶ 関する相談窓口や情報 「広報しまだ」やチ

ラシ等 よ 周知します。 

ＤＶ・女性相談 実  

          市 

女性が抱える様々 問 や悩み 共 受  め、一緒 解

決できるよう 支援します。 

虐待防止啓発活動 実

          市 

虐待・ＤＶ防止  月間 、早朝街頭広報 実 します。 

人権教育、人権 啓発

活動 充実     市 

幼稚園・保育園、小中学校、   設・高齢者 設で人権

教室 実 します。 

男女共同参     市 性  かかわらず誰もが個性 能力 十分 発揮し、責任

 分かち合う社会 実  目指します。 

多文化共生 まちづ 

          市 

在住外国人 市民が互い 理解し合い、  社会 構成員

 し 共 安心し 快適 暮らせるよう、関係団体や  

 、企業等 連携し、多文化共生 まちづ     しま

す。 
 
 

◎ 成年後見の利用の促進へ向けた体制の整備 

具体   組 内容 

成年後見制度 利用促

     支援体制 

整備【島田市成年後見

制度利用促   】 市 

島田市成年後見制度利用促      します。 

  連携ネットワーク 中核  る機関（「中核機関」）

 設置し、権利擁護支援 行う「チーム」 、これ 支え

る「協議会」が機能するよう仕組み 整備し いきます。 

成年後見支援センター

（中核機関） 整備 

       市 社協 

成年後見 関する相談対応、広報啓発等 行い、成年後見

制度 利用促  図 、成年後見 関する支援体制 整備

します。 
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目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

具体   組 内容 

３市１町成年後見  

委員会 実 ・市民後

見人★ 育成 市 社協 

焼津市、藤枝市、川根 町  も 、成年後見 関する 

  検討や市民後見人養成講座 実 し、市民後見人 育

成 行います。 

日常生活自立支援事業

 実       社協 

認知症、知 障害、精神障害 ど  め 判断が十分 で

き い人が、安心し   生活 送るこ ができるよう、

  サービス 利用支援や日常  金銭管理 支援しま 

す。 

法人後見★事業 実  

社協 

市社協が社会  法人 し 、家庭裁判所から選任 受 

 、成年後見業務 行います。 

権利擁護相談 実  

社協 

リーガルサポート静岡支部 協力 も 、司法書士 よる

成年後見制度等 相談 実 します。 

権利擁護支援 ネット

ワークづ     社協 

個々 相談や関係機関  検討 通じ 、司法や   専

門機関  連携 強化し、権利擁護支援 ネットワークづ

   します。 

任意後見等 新   

組        社協 

任意後見等、権利擁護支援 必要  る新   組 検討

します。 

 

 

 

 

指標名 
  値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

人権啓発事業へ 参加者数      市 202人※１ 260人 

成年後見制度 認知度     市 社協 28.5％ 40.0％ 

市民後見人 登録者数     市 社協 ４人 ８人 

市長申立件数            市 ８件 10件 

※１：令和元年度 

 

 

 

  

目標指標 
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100

150

200

平成30年12月末時点 令和３年２月末時点

成年後見 保佐 補助 任意後見

（人）

 

 

成年後見制度 は、認知症や知 障害、精神障害 ど 理由 よ 、物事 判断

するこ  難しさや不安  る人が、そ 人らし 安心し 日常生活が営めるよう

 、 人 権利 守る成年後見人等 選び、そ 成年後見人等が身上保護（住ま 

い・医療・介護 ど 様々 こ  関する選択や決  支援及び必要 手続き  

ど）や財産管理（ 人 預貯金や不動産 ど 安全 管理し、利用ま は処分する

 ど） 行うこ  よっ 、 人 法律  支援する制度です。 

 市では、成年後見制度 利用促 や支援体制整備 係る 組 、成年後見制度

 利用 促  関する法律第14条  づ 、市町村 お る「成年後見制度利用促

     」 し 位置づ 、後述する   行います。 

◆成年後見制度利用促進に係る現状・課題 

成年後見制度 利用者数は増加し 

います。 

 権利擁護や成年後見制度 対するニ

ーズ 高ま がうかがえます。 

■成年後見制度 利用者数         ■市長申立件数（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

島田市成年後見制度利用促進計画 

（高齢者）    （障害者） 

３件     ５件 

（高齢者）    （障害者） 

16件     11件 

■成年後見制度利用支援事業成年後見人等 
報酬助成件数（令和２年度） 

  ：包括ケア   、    

  ：包括ケア   、    

  ：包括ケア    

  ：静岡家庭裁判所 

■島田市成年後見支援センター お る 
相談受付件数（令和２年度） 

213件 
  ：包括ケア    

  ：包括ケア    

■市民後見人 人数、登録者数 
 （令和２年度） 

 
（市民後見人）    （登録者数） 

１人       ４人 

■  包括支援センター 
高齢者権利擁護事業 お る相談件数 
（令和２年度） 

 104件 

■日常生活自立支援事業利用者数 
（令和２年度） 

  ：島田市社会  協議会 

  ：    

■障害者相談支援事業所 権利擁護相談件数 
 （令和２年度） 

193件 

41人 



 

73 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

第１章 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２章 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

第３章 

 
 
 
 
 

 

第４章 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

第５章 

 
 
 
 
 
 

 

第６章 

   
目標 １ 
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地域連携ネットワークの整備方針 

  連携ネットワーク は、成年後見制度 利用 必要 する人が適切 成年後見

制度 利用するこ ができるよう、相談窓口 整備する  も 、権利擁護支援 必

要 する人 発見し、適切 必要 支援 つ げる  連携 仕組み こ です。 

 市では、  連携ネットワーク 中核  る機関（「中核機関」） 設置し、権

利擁護支援 行う「チーム」 、これ 支える「協議会」が機能するよう仕組み 整

備し いきます。 

 

中核機関の整備・運営方針 

「中核機関」 は、専門職 よる専門 助言等 支援 確保や、「協議会」 事務

局 ど、  連携ネットワーク コーディネート 担う機関です。 

 市では、2019（令和元年）10月 市社協 委託し、「島田市成年後見支援センタ

ー」  所しまし 。島田市成年後見支援センターでは、主 、成年後見制度 利用

や権利擁護 関する相談対応、成年後見制度 普及・啓発、市民後見人 育成等 行

っ お 、市民一人ひ   権利が尊重されるまち 目指し います。 

 市では、政   判断、対応 行う市   部局 支援 実践、連携 行う成年

後見支援センター 「中核機関」 位置づ ます。 

 

地域連携ネットワーク及び中核機関の機能の段階的・計画的整備方針 

  連携ネットワーク及び中核機関では以下 掲げる４つ 機能 担います。 

◆地域連携ネットワーク及び中核機関で担う４つの機能 

機能 役割 

広報機能 チラシや広報紙への掲載、動画配信などにより、成年後見制度を含

めた権利擁護事業の情報を発信し、普及・啓発を行います。また、

出前講座やセミナーを通して、成年後見制度に対する正しい理解

を促進します。 

相談機能 相談体制の強化を図ります。また、相談内容に応じ、関係機関や専

門職、事業所等と連携し、適切な支援につなげます。 

成年後見制度利用促進機能 受任者調整等の支援や担い手の育成・活動の促進、日常生活自立

支援事業等関連制度からのスムーズな移行を行います。 

・成年後見人候補者の受任調整 

・市民後見人や法人後見の担い手の育成 

・成年後見制度への移行が望ましいケースを検討する場の設置 

後見人支援機能 市民後見人や親族後見人等の活動支援をします。また、必要に応

じ、関係機関や専門職、事業所等と連携し、後見人に対する適切な

支援をします。 

ま 、成年後見制度 適切 運用するこ で、不正 発生 未然 防ぐ効果が期待

されます。  



 

74 

 

 

チーム・協議会の具体化の方針 

「チーム」 は、協力し 日常   人 見守 、 人 意思や   継続  把

握し、必要 対応 行う仕組み こ です。「協議会」 は「チーム」 対し、法 

律・   専門職団体や関係機関が必要 支援ができるよう、専門職団体や関係機関

が連携体制 強化し、自発  協力する体制づ    める合議体 こ です。 

 市では、既存 会議体 活用し、後見人や 人 身近 親族、  ・医療・  

 関係者等 よ 「チーム」  成するこ で、 人 意思決  尊重し 支援体制

づ   行います。 

島田市権利擁護  会議（仮称） 「協議会」 し 位置づ 、「チーム」 支援

します。さら 、多職種間で 一層 連携強化  める  も 、静岡家庭裁判所島

田出張所 成年後見制度や権利擁護 関する情報交換・共有 図 ます。 

 

具体的な取組 

１ 成年後見制度に関する普及啓発を強化する 

○権利擁護 必要 し いる人が、適切 相談窓口 つ がる環境整備 行いま

す。 

○日常  、 人 見守る身近 親族や  ・医療・   関係者等 対し、成

年後見制度 関する普及啓発 行い、正しい理解 促 します。 

２ 本人の意思をくみ取った相談対応を行うための体制を構築する 

○相談 背景 潜む様々 生活   見極め がら、支援 必要性や適切 支援

内容 検討、 人 意思決 支援ができるよう、相談窓口 機能強化 目指し

ます。 

○「中核機関」が、  包括支援センターや障害者相談支援事業所等 人 身近

 窓口 連携し、支援 必要 する 人 意思 丁寧  み  、「チーム」

 よるケース検討会議等 通し 、必要 権利擁護支援 つ げ い るよう

体制 整備します。 

○島田市成年後見支援センターは、成年後見制度 利用 係る一次窓口 し 相

談対応 行います。ま 、二次窓口 し 「ケース検討会議」  催し、成年

後見制度 必要性 判断 行う  も 、 人 意思決  第一 考え、権利

擁護支援 適切 行う め 体制づ  や支援 法 検討 行います。 
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３ 専門職からの助言及び専門的判断を受ける体制を構築する 

○権利擁護 関する支援 必要性や適切 支援内容、 人 ふさわしい後見人等

候補者 検討 行う際 、弁護士、司法書士、社会  士、精神保健  士等

から助言や専門 判断 受 られるよう専門職 連携し 体制 整備します。 

４ 成年後見制度の円滑な利用に向けた支援体制を構築する 

○支援が必要 人が滞   成年後見制度 利用 つ がるよう、 人や親族等

 申立 支援体制 整備します。 

○ 人 経済  困窮や申立 する親族がい い等 場合 は、報酬助成制度や

市長申立制度 利用 つ げられるよう、必要 時 制度が利用できる体制 

強化します。 

５ 市民後見人の育成を図る 

○市民後見人養成講座 実 し、   お る権利擁護 担い手 し 市民後見

人 育成 図 ます。 

○市民後見人養成講座 修了生 つい 、実際 市民後見人 し 活躍できるよ

う支援します。 

６ 後見人等への支援体制を整備する 

○親族後見人や市民後見人が一人で悩ま いよう 、日常  相談 応じ、必要

 場合は、専門職や家庭裁判所から 助言 受  対応できる支援体制 整備

します。 
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◆島田市地域連携ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」を参考に作成  

 ※中核機関は、静岡家庭裁判所島田出張所  適切 連携 確保する観点から、

島田市 一体  っ 公 業務 行う（静岡県がこれ バックアップする）。 

医療機関 

福祉関係者（介護支援専門員、 

相談支援専門員等） 

本人 後見人 

●「チーム」 

 （日常生活圏 ～自治体圏 ） 

家族、親族 

介護・福祉サービス事業者 民生委員、ボランティア 

金融機関 

●中核機関が進行管理する 

 ３つの「検討・専門的判断」 

 （日常生活圏 ～自治体圏 ） 

 ○既存 会議体（  ケア個 会議

等） 活用が可能 

 ○３つ 検討 うち、複数 検討 

１つ 会議体で行うこ も可能 

 ○障害・高齢等、複数 会議体 分

かれ 検討するこ も可能 

 

①「権利擁護支援の方針についての検討・専門 

的判断」 

②「本人にふさわしい成年後見制度の利用に 

向けた検討・専門的判断」 

③「モニタリング・バックアップの検討・専門的 

判断」 

弁護士会・司法書士会・ 

社会福祉士会等 

金融機関 

民間団体・NPO等 

静岡家庭裁判所 

島田出張所 

中核機関 
（島田市・島田市成年後見支援センター） 

地域包括支援センター 

地域関係団体 

医療・福祉関係団体等 

 ○   権利擁護支援・成年後見制度利用促 機能 強化  

  、全体構想 設  そ 実      捗管理・コー 

ディネート等 行う「司令塔機能」 

 ○   お る協議会 運営する「事務局機能」 

 ○   おい 「３つ 検討・専門 判断」 担保する「進行

管理機能」 

静岡県 

●「協議会」 

 （自治体圏 ～広 圏 ） 

 ○中核機関が事務局 担う 

 ○既存 会議（  ケア  会議、

自立支援協議会、虐待防止ネット

ワーク会議等） 活用が可能 
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第６章 

   
目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

施策３ 生活をしやすくするための支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存 制度 枠組 は当 はまら い  や複雑化、多様化し いる生活   

抱え いる人 対し、適切 支援 するこ ができるよう、支援体制 充実 図 

ます。 

 

 

 

 

 

市民・地域の役割（できること、取組、お願いしたいこと） 

○日頃から    つ が  大切 しましょう。 

○少し 異変でも気づい 場合は身近 人 相談しましょう。 

○   子どもや保護者 目   、みん で見守 ましょう。 

○各家庭で消費しきれ い食品はフードバンクへ提供する どできるこ から始めま

しょう。 

 

 

  

具体的な取組 

施策の方向性 

島田市の「いま」 

○全国  、子育 世代、高齢者、障害  る人 対する支援だ では対応しきれ い、生活

   多様化・複雑化 伴い、制度 狭間 問 が顕在化し います。 市 おい も、全

国  傾  同様で  、新  ニーズへ 対応や  解決へ    組が求められ いま

す。 

○市民  意識調査 よる 、ひきこも  人や生活困窮者 対し、相談支援や就労    

支援が必要 考える人 割合が多  っ います。相談窓口 周知や機能強化、関係部署・

機関  連携 よる情報共有や包括  支援体制 整備  める必要が  ます。 

８０５０問 が   網からこぼれ お 、表面化しづらい では
 いか 思います。（    懇談会で 意見） 

市民 声 
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行政・社会福祉協議会の取組 

◎ 課題に応じた支援の充実 

具体   組 内容 

認知症高齢者見守 事

業         市 

スマートフォン専用アプリ 身元確認用ステッカー 活用

し、認知症 よ 行 不明  っ 人   で見守る体制

づ    めます。ま 、認知症 人やそ 家族が住み慣

れ   で安心し 暮らし続 られるよう 、徘徊高齢者

等事前登録事業 実 します。 

障害者差 解消   

  組 実 及びネッ

トワーク会議  催 

 市 

障害者差 解消     組 実 します。ま 、ネット

ワーク会議  催し、障害者差  対する体制強化 図 

ます。 

ひきこも 相談・青少

年相談 実     市 

ひきこも やニート★ ど 困難 抱え いる人やそ 家

族 相談 応じ、関係機関 連携し、個 性 高い対応 

努めます。 

不登校解消    教

育センターで  組 

市 

不登校 解消 目指し、「チャレンジ教室」で 活動や教

育相談 通し 、市内不登校児童生徒及び保護者 ど 支

援します。 

社会 明る する運 

動・再犯予防活動  市 

保護司会等 団体 市、市教育委員会、市民が共同し 、

犯罪 し 人や非行少年 更生しやすい環境づ   行い

ます。保護司 活動 支援します。 

自殺対       市 「島田市自殺対   」 踏まえ、関係機関 連携し、自

殺対    包括    します。 

家族介護者交流事業 

市 社協 

要支援者ま は要介護者 在宅で介護し いる家族 対象

 、「介護者 つどい」等  催し、介護者 気分転換、

介護技術 習得や介護者同士 交流 よる精神 ・身体 

負担 軽減 図 ます。 

生活困窮者 自立  

  各種事業 

 市 社協 

「生活困窮者自立支援法」  づき、自立相談支援、就労

支援、住居確保給付金、家 改善支援、就労準備支援、子

ども 学習・生活支援やフードバンク 活用 ど よる支

援 します。ま 、  住民や様々 関係機関 協働し、

生活困窮者が早期 支援が受 られ、自立  かえるよう

 継続  支援 します。 
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目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

具体   組 内容 

子ども 貧困へ 支援

 実       社協 

フードバンク 運営するＮＰＯ法人ＰＯＰＯＬＯ 連携 

し、給食が   る夏休み期間 お る食糧支援 はじ 

め、子ども食堂や子育 支援団体等 連携し 事業 検討

し支援します。 

生活困窮者へ 支援 

実        社協 

生活困窮者が急 要する「ライフライン」「食糧」「生活

費」へ支援します。（ライフライン復旧支援、フードバン

クへ 申し込み、県社協 生活   金申請支援等） 

歳末 す  い事業 

実        社協 

経済     抱える人・世帯 はじめ、支援 必要 す

る人や団体 支援できるよう 、歳末 す  い募金 財

源 し 事業 実 します。 

ひきこも ・不登校 

人 家族へ 支援 検

討        社協 

ひきこも や不登校 人や家族へ 支援 検討する め、

 在支援し いる関係機関や団体へ 聞き  調査 行う

 どし 、  把握 します。 

新  社会問 へ 対

応 検討   市 社協 

ダブルケアやヤングケアラー、介護離職等、新  社会問

 へ 対応 検討します。 

 

 

 

 

指標名 
  値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

徘徊高齢者等事前登録事業登録者数  市 21人 65人 

生活困窮者自立相談支援 お る困窮  

 改善件数（令和２年度から 累 ） 市 
47件 287件 

 

 

 

  

目標指標 
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目標 １ 
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第５章 計画の推進に向けて 
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１  協働による計画の推進 
 

     主人公は市民や  です。  共生社会 実    、市民が     関

し 理解 深め、各個人や  全体で行動 移すこ ができるよう、市民や   社会 

 協議会や行政が     共有する  も 、適切 役割 分担し、協働し     

   する必要が  ます。 

市民や   社会  協議会や行政が協働し、   実情 応じ          

します。 

 

 

２  島田市社会福祉協議会の基盤強化 
 

市社協  盤強化  め、以下 項目   組みます。 

項目 内容 

連携体制 構築   目標 実 する め 、横断  対応ができるよう 

組織体制 目指します。 

広報啓発活動 実  住民 認知され、多  理解が得られ 中で活動できるよ

う、広報啓発活動 ど  組   します。 

職員 育成 質 高い事業 円滑 提供する め は、人材 確保や育

成、掘 起こし  める必要が るこ から、職員 専門

性 強化 図 ます。 

財源 確保 会員募集や共同募金運動、介護保険事業等 実 し、  

       め 財源 確保 行います。 

災害時 対応 災害時 は、市 連携し、災害ボランティアセンター 設

置や運営等 業務 行うこ が求められ います で、災

害 対する体制 強化 図 ます。 
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第５章 

 
 
 
 
 
 

 

第６章 

   
目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

３  連携体制の強化 
 

      やそ 他  づ   関連する事業 総合 かつ効果    するこ が

できるよう、庁内はも よ 、行政や社会  協議会、関係機関、事業所、  組織、関

係団体、市民等 組織 枠や、保健、医療、  、教育、労働等 分野 枠 超え、横断

  連携する体制 整備   組みます。 

ま 、行政 社会  協議会は適切 役割分担 行う  も 、役割が重複する  、

 組 実  際し情報共有  めるこ で、効率化や有効性  上 図 ます。 

 

 

４  計画の進行管理・評価 
 

     づ     捗   把握する  も 、   全体 成果 つい も点 

検・評価するこ が重要です。      把握し、  解決  め 活動 行う主体は

市民で るこ から、市民 代表や関係機関・団体 代表者から る「島田市    活

動  委員会」 設置し、    行管理や評価、見直し 行います。 

    行管理   っ は、総合 かつ効果       する め、ＥＢＰＭ（証

拠  づ 政 立案）  づきＰＤＣＡサイクル 活用します。ま 、社会情勢 急速 

変化 も柔軟 対応し、事業へ反映する  も 、新     つい も解決     

 組みます。 

 

◆ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐｌａｎ 

計画策定 

Ａｃｔｉｏｎ 

 Ｄｏ 

事業の実施 

Ｃｈｅｃｋ 
施策や目標等の 

評価・検証 

事業の見直し 

施策や目標等の評価・検証や
事業の見直しは毎年行う 
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第６章 地区別の状況 
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１  島田第一中学校区 
※旧北中学校区を除く 

 

 

 

 人口 世帯 高齢化率 年少人口割合 

平成27年 18,835人 7,186世帯 29.7％ 12.5％ 

令和２年 18,625人 7,552世帯 30.7％ 13.0％ 

  ：住民  台帳（各年12月末 在） 

 

島田第一中学校 （旧北中学校  除 。）は市 中南

部 位置し、人口は７中学校 中２番目、世帯数は２番目

  っ います。 

高齢化率は30.7％で市全体（31.6％） 0.9ポイント下

回っ います。年少人口割合は13.0％で市全体（12.5％）

 0.5ポイント上回っ います。 

 

《  社協》 

第三小学校   社協 

 

 

 

 

 
主 意見 

（日頃 生活から思うこ ） 

市民が考える今後５年間  

  性（  組む内容等） 

活動 担い手 

・参加者が少  、若い世代 

ど後継者がい い 

・体力  負担  る活動が大

変で る 

・若い世代が活躍できるも  

つ る 

・幼い頃から  活動 参加す

る ど 機会 設 る 

・交流会や発表会  催 

居場所や交流 場 

・子ども 高齢者 ど、世代 

超え 交流する場が い 

・老人会が い 

・公園 遊具整備 よ 、子ど

も 居場所が減っ いる 

・空き家 活用 

・登下校 見守 活動 継続 

・近隣 人   いさつ 

・集ま やすい居場所 確保 

   抱える人へ 

対応 

・一人暮らしや、日中一人でい

る高齢者が増え いる 

・どういう対応すべきか、どこ

 相談する か分から い 

・相談先が誰 でも分かるよう

 、相談場所 ＰＲ 

・回覧板 手渡しや、 いさつ

 ど、できるこ から始める 

  

地区の概況 

地区懇談会の検討結果 
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第６章 

   
目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

２  島田第二中学校区 
 

 

 

 

 人口 世帯 高齢化率 年少人口割合 

平成27年 23,357人 9,004世帯 28.1％ 13.2％ 

令和２年 22,707人 9,373世帯 29.7％ 12.3％ 

  ：住民  台帳（各年12月末 在） 

 

島田第二中学校 は市 中心部 位置し、市内で人口が

最も多  っ います。 

高齢化率は29.7％で市全体（31.6％） 1.9ポイント下

回っ います。年少人口割合は12.3％で市全体（12.5％）

 0.2ポイント下回っ います。 

 

《  社協》 

御仮屋町  社協、第三小学校   社協、第四  社協 

 

 

 

 

 
主 意見 

（日頃 生活から思うこ ） 

市民が考える今後５年間  

  性（  組む内容等） 

子ども  かかわ  

・ いさつが少 い 

・   子どもが少  、外で

遊ぶ姿 見 い 

・お祭  ど、交流 機会 増

やし い 

・明るい元気    し い 

   関係性づ   

・イベントが っ も人が集ま

らず、交流 機会が い 

・暮らし いる人 情報が少 

い、わから い 

・災害時へ 憂慮 

・  活動へ 参加者 増やし

 い 

・新  イベント  催 

・ こう三軒両隣、温か 、こ

ころ 通うまち し い 

居場所づ   

・集まる場所が い 

・参加者が固 され担い手がい

 い 

・空き店舗等 利用し、世代が

集まれる居場所 つ る 

 

 

 

地区の概況 

地区懇談会の検討結果 
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３  六合中学校区 
 

 

 

 

 人口 世帯 高齢化率 年少人口割合 

平成27年 15,721人 5,646世帯 22.5％ 15.7％ 

令和２年 15,995人 6,129世帯 24.9％ 15.4％ 

  ：住民  台帳（各年12月末 在） 

 

六合中学校 は市 東部 位置し、市内で最も高齢化率

が低  っ います。 

高齢化率は24.9％で市全体（31.6％） 6.7ポイント下

回っ います。年少人口割合は15.4％で市全体（12.5％）

 2.9ポイント上回っ います。 

 

《  社協》 

道悦島  社協、岸町  社協、阿知ヶ谷・東光寺  社

協、東町  社協 

 

 

 

 

 
主 意見 

（日頃 生活から思うこ ） 

市民が考える今後５年間  

  性（  組む内容等） 

高齢者 生活支援 

・一人暮らし 高齢者が増加し

 いる 

・主 男性 活動参加が少 い 

・交通手段が不便 人がいる 

・高齢者、特 男性が参加しや

すい工夫 

・子ども  交流 場 つ る 

・自家用車が無  も生活でき

るまち  

子ども  かかわ  

・子どもが減っ お 、接する

機会も少 い 

・ いさつが少 い 

・子育 世帯 孤立が心配 

・多世代が交流できる場が る

 良い 

・   活動 関心が持 るよ

う 働きか  

コロナや災害へ 対

  

・コロナ禍で近所づき いが減

少 

・高齢者等 災害弱者へ 対応

 法がわから い 

・日々   活動が、災害時 

役立つ 

・災害時 役割や支援が必要 

  事前 知る 
 
 
 

地区の概況 

地区懇談会の検討結果 
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目標 １ 

   
目標 ２ 

   
目標 ３ 

 
 
 
 
 

 

４  初倉中学校区 
 

 

 

 

 人口 世帯 高齢化率 年少人口割合 

平成27年 12,856人 4,772世帯 27.6％ 13.4％ 

令和２年 12,948人 5,251世帯 29.7％ 13.0％ 

  ：住民  台帳（各年12月末 在） 

 

初倉中学校 は市 南部 位置し、 内 は２つ 小学

校が  、高齢化率は３番目 低  っ います。 

高齢化率は29.7％で市全体（31.6％） 1.9ポイント下

回っ います。年少人口割合は13.0％で市全体（12.5％）

 0.5ポイント上回っ います。 

 

《  社協》 

初倉南小学校   社協 

 

 

 

 

 
主 意見 

（日頃 生活から思うこ ） 

市民が考える今後５年間  

  性（  組む内容等） 

  活動・  交流 

・  で 交流が少  、活動

へ 参加者も少 い 

・参加者やスタッフが固 化さ

れ、担い手不足で る 

・全世代が集ま 、活動できる

場所 つ る 

・いつでも交流できる場所 

・年齢 かかわらず誰もが役員

活動ができる自治会 

高齢者へ 支援 

・送迎 問 も  、高齢者サ

ロン等 参加でき い い 

・高齢者が把握しきれず、災害

時 避難対応が難しい 

・独居 高齢者が増加し いる

が情報が届い い い 

・居場所 ＰＲし、交流 場、

相談窓口 する 

・高齢者家庭へ 訪問活動 

・防犯カメラ 設置 

子ども  かかわ  

・遊び場が不足し いる 

・子どもが少  、イベントへ

 参加者も少 い 

・交流 機会 増やす 

・遊べる場所 増やす 

・学校等 連携し「 いさつ運

動」 ど人 輪 広げる 

地区の概況 

地区懇談会の検討結果 
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５  旧北中学校区 
 

 

 

 

 人口 世帯 高齢化率 年少人口割合 

平成27年 5,148人 1,748世帯 32.6％ 10.5％ 

令和２年 4,644人 1,747世帯 37.0％ 8.3％ 

  ：住民  台帳（各年12月末 在） 

 

旧北中学校 は市 中北部 位置し、市街  中山間 

  含む南北 長い    っ います。人口は７中学校

 中、２番目 少   っ います。 

高齢化率は37.0％で市全体（31.6％） 5.4ポイント上

回っ います。年少人口割合は8.3％で市全体（12.5％）

 4.2ポイント下回っ います。 

 

 

 

 

 

 

 
主 意見 

（日頃 生活から思うこ ） 

市民が考える今後５年間  

  性（  組む内容等） 

  交流 

・交流 機会、場所が い 

・身近 利用できる 設が い 

・イベントは るが、子ども 

 交流が い 

・身近 公会堂等 活用し 、

交流 場 充実 

・小中学校や、防災訓練等 通

じ 交流、ふれ い 機会 

・声か 等で参加 促す 

少子高齢化 

・子どもが少  、遊び場が 

い 

・一人暮らし高齢者が増加し、

孤立・ひきこも  高齢者が

増加し いる 

・子ども  交流 場づ   

・登下校 見守 等、  で子

育 支援 

・声か や、自宅訪問等 よる

見守 活動 強化 

  活動 担い手 

・スタッフが不足し お 、後

継者 確保が難しい 

・役員 負担が大きい 

・ボランティア 組織化 

・  貢献 意識づ   

・居場所づ  事業 活性化 

移動手段 
・移動手段が少 い 

・将来 移動手段が不安 

・移動手段 見直し、バス以外

 移動手段 検討 

・ドライバー 確保 
 

地区の概況 

地区懇談会の検討結果 
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６  金谷中学校区 
 

 

 

 

 人口 世帯 高齢化率 年少人口割合 

平成27年 19,407人 6,706世帯 31.5％ 12.3％ 

令和２年 18,386人 7,029世帯 34.6％ 11.4％ 

  ：住民  台帳（各年12月末 在） 

 

金谷中学校 は市 西部 位置し、 内 は２つ 小学

校が  、人口は７中学校 中３番目  っ います。 

高齢化率は34.6％で市全体（31.6％） 3.0ポイント上

回っ います。年少人口割合は11.4％で市全体（12.5％）

 1.1ポイント下回っ います。 

 

《  社協》 

金谷  社協 

 

 

 

 

 
主 意見 

（日頃 生活から思うこ ） 

市民が考える今後５年間  

  性（  組む内容等） 

高齢者世帯へ 支援 

・高齢者世帯が増加し お 、
ひきこも が多い 

・足や体 具合が悪い め、サ
ークル参加等ができ い高齢
者もいる 

・   居場所 通じ 、見守
 や助 合い し い  

・ 理や手芸等 活動 よ 、
多  人 来 もらう 

・様々  組 ＰＲする 

近所づき い 交流 

・近所づき いが減っ いる 

・コロナ 影響で参加者が減少 

・大き 公共 設が  、公園
はうま 活用でき い い 

・ふれ い 場 増やし、居場
所 継続させる 

・公園 有効活用 

子育 支援 

・子どもが外 出 い い  
め、数 把握でき い い 

・ いさつや声か  もっ 多
 し い 

・三世代が交流できる 組 

・子どもが参加しやすいイベン
トや、高齢者サロン等 居場
所づ   

・声か がしやすいまち 

自治会活動 

・  活動 内容が知られ い
 い 

・公園や道路わき 雑草が生え
 いる場所が る 

・  活動 理解できるよう 
仕組みづ   

・コミュニティ団体 立ち上げ
 検討する   

地区の概況 

地区懇談会の検討結果 
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７  川根中学校区 
 

 

 

 

 人口 世帯 高齢化率 年少人口割合 

平成27年 5,117人 1,796世帯 40.6％ 8.5％ 

令和２年 4,443人 1,746世帯 45.8％ 7.1％ 

  ：住民  台帳（各年12月末 在） 

 

川根中学校 は市 北部 位置し、市内で最も人口が少

  、高齢化率が最も高い    っ います。 

高齢化率は45.8％で市全体（31.6％） 14.2ポイント上

回っ います。年少人口割合は7.1％で市全体（12.5％）

 5.4ポイント下回っ います。 

 

《  社協》 

川根身成  社協 

 

 

 

 

 
主 意見 

（日頃 生活から思うこ ） 

市民が考える今後５年間  

  性（  組む内容等） 

子ども    つ 

が  

・子どもが他世代 交流する機

会が い 

・働 親 増加や外で遊ぶ機会

 減少 よ 、大人 目が届

か い 

・学校等 連携し、世代間交流

  める 

・  単位で、子どもや高齢者

が気軽 集まっ  、勉強で

きる場所 提供 

高齢者 生活支援 

・得意 こ  発揮する場が 

い 

・移動支援が利用し   、歩

い 行 る場所 集う場が 

い 

・免許返納後が心配 

・高齢者 技術や特技 伝える

場 つ る 

・身近 場所 居場所やデイ 

サービス つ る 

・  無償運送 ど 新  移

動支援 仕組みづ   

近所づき い 

・  住民 情報が分から い 

・  で支え合う いう意識が

   っ き いる 

・ こう三軒両隣で、今後もコ

ミュニティ 大切 する 

・若手 参加 促す 

 

地区の概況 

地区懇談会の検討結果 
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１  第２次島田市総合計画後期基本計画との関係 
 

   

     第２次島田市総合  後期     

  目標        柱 

１ 
    
身近 感じる 
環境づ   

（１） 
   「知る」機会
 充実 

 
１－２ 健康で自分らし 暮らす 
１－３ 生涯 通じ 誰もが生きがい  

持ち安心し 暮らす 
１－４ 互い 支え合い、いきいき  

幸せ 暮らす 
２－１ 子ども 生み育 やすい環境  

つ る 
２－２   ぐるみ 教育環境 つ る 
２－４   で学び 力 発揮する人材 

 育 る 
７－１ みん  協力でまち つ る 
７－２ 安  ・継続  市民目線  

行財政運営  める 

（２） 
   「学ぶ」機会
 充実 

 

（３） 
   お るふれ 
い・交流機会 充実 

 

２ 
      
解決するこ が 
できる 
  づ   

（１） 
   支える人材 
育成 

 

１－１ ここ 住むすべ  人 安全  
生活 守る 

１－３ 生涯 通じ 誰もが生きがい  
持ち安心し 暮らす 

１－４ 互い 支え合い、いきいき  
幸せ 暮らす 

２－１ 子ども 生み育 やすい環境  
つ る 

２－２   ぐるみ 教育環境 つ る 
２－４   で学び 力 発揮する人材 

 育 る 
３－１   で働 人 増やし、   

経済 発 させる 
４－４ 住みよい生活環境 つ る 
７－１ みん  協力でまち つ る 

（２） 
      体制 
整備、発  

 

（３） 
安全・安心 守る活
動    

 

３ 
様々 困 ご   
受 止め 
解決 つ げる 
体制づ   

（１） 
相談支援・情報提供
 仕組みづ   

 
１－３ 生涯 通じ 誰もが生きがい  

持ち安心し 暮らす 
１－４ 互い 支え合い、いきいき  

幸せ 暮らす 
２－１ 子ども 生み育 やすい環境  

つ る 
２－３ 豊か 心 育む教育  める 
４－４ 住みよい生活環境 つ る 
７－２ 安  ・継続  市民目線  

行財政運営  める 

（２） 
誰もが尊重される仕
組みづ   

 

（３） 
生活 しやす する
 め 支援 充実 
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２  計画の策定経過 
 

  

年月日 内容 

2019（令和元）年 

12月23日 
第１回島田市      ・    活動    委員会 

2020（令和２）年 

１月25日～２月７日 
市民  意識調査 実  

３～４月 （書面）島田市      ・    活動    委員会 

10月７日～11月13日     懇談会  催 

11月２日～12月25日 中学生 えが 「ふ し まち」 募集 

2021（令和３）年 

３月17日 
第２回島田市      ・    活動    委員会 

４～５月   ワーキンググループ（市・社協） 

５月20日 第１回島田市      検討委員会（市） 

５月26日     活動団体懇談会  催 

６月15日 第１回島田市      検討作業部会（市） 

６月23日 第２回島田市      検討委員会（市） 

６月16日・23日 島田市    活動  作業部会（社協） 

６月   ワーキンググループ（市・社協） 

７月６日 第３回島田市      ・    活動    委員会 

７～９月 （書面）島田市      検討作業部会（市） 

 （7/7 8/16 9/9） 

島田市    活動  作業部会（社協） 

 （7/12 7/26 7/29 8/25 9/9 9/22） 

  ワーキンググループ（市・社協） 

９月29日 第３回島田市      検討委員会（市） 

10月19日 第４回島田市      ・    活動    委員会 

10～12月   ワーキンググループ（市・社協） 

12月10日～ 

2022（令和４）年１月11日 
パブリックコメント 募集 

２月１日 第５回島田市      ・    活動    委員会 
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３  委員名簿 
 

※１：杉 静雄委員 期間は令和元年12月23日～令和３年３月31日、令和３年５月１日～令和４年３月31日 

※２：伊藤冬久委員 期間は令和元年12月23日～令和３年３月31日 

※３：萩原一広委員 期間は令和３年５月１日～令和４年３月31日 

No. 役職 委員名 選出 分 選出団体 

１ 委員長 渡邊 英勝 学識経験者 静岡  大学 

２ 委員※１ 杉  静雄   住民団体 島田市自治会連合会（大津） 

３ 副委員長 川合 德次   関係団体 島田市民生委員児童委員協議会 

４ 

委員※２ 伊藤 冬久 教育関係 島田市校長会（六合東小学校） 

委員※３ 萩原 一広 教育関係 島田市校長会（初倉小学校） 

５ 委員 石神 由麻   関係団体 社会  法人島田   杜 

６ 委員 渡邊 里佳   関係団体 特 非営利活動法人こころ 

７ 委員 山  義雄   住民団体 島田市老人クラブ連合会 

８ 委員 原田 君江   関係団体 島田市障がい者  連絡会 

９ 委員 栗田 真理   関係団体 島田第一・北中学校   包括支援センター 

10 委員 藤田 初美   活動団体 島田市子育 支援ネットワーク 

11 委員 鈴木 晴生   活動団体 初倉南小学校   社会  協議会 

12 委員 大谷 充代   活動団体 居場所ちゃ み 

13 委員 八  敏子 そ 他 市民後見人養成研修修了者 

14 委員 鈴木 和樹   関係団体 特 非営利活動法人ＰＯＰＯＬＯ 

15 委員 河井 亮子 そ 他 静岡英和学院大学 
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４  島田市地域福祉計画策定委員会設置要綱 
 

（設置） 

第１条       （以下「  」 いう。）    当  、市民等 意見    反

映させる め、島田市        委員会（以下「委員会」 いう。） 設置する。 

（所掌事務） 

第２条   委員会は、次 掲げる事務 つかさどる。 

（1）  案 つい 意見 述べるこ 。 

（2）そ 他      関し必要 事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次 掲げる者 うちから市長が委嘱する。 

(1)学識経験者 

(2)  住民団体 代表者 

(3)  関係団体 代表者、関係者及び職務 従事する者 

(4)  活動団体等 代表者及び関連する活動 行う者 

(5)教育関係 代表者 

(6)前各号 掲げる者 ほか、市長が必要 認める者 

（任期） 

第４条 委員 任期は、委嘱 日から令和４年３月31日まで する。 だし、委員が欠  

場合 お る補欠委員 任期は、前任者 残任期間 する。 

（委員長） 

第５条 委員会 、委員長及び副委員長 置 。 

２ 委員長及び副委員長は、委員 互選 よ  める。 

３ 委員長は、会務 総理し、委員会 代表する。 

４ 委員長は、会議 議長  る。 

５ 副委員長は、委員長 補佐し、委員長 事故が る きはそ 職務 代理し、委員長が

欠員  きはそ 職務 行う。 

（会議） 

第６条 委員会 会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要が る 認め  きは、関係者又は関係職員 出席させ 必要 説明 

求め、又は意見 述べさせるこ ができる。 

（庶務） 

第７条 委員会 庶務は、島田市    おい 処理する。 

（委任） 

第８条 こ 要綱  めるも  ほか、委員会 運営 関し必要 事項は、委員長が   

める。 

附 則 

こ 要綱は、令和元年２月13日から 行する。 

  附 則 

 こ 要綱は、令和３年１月６日から 行する。 
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５  島田市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 
 

  （設置） 

第１条     活動  （以下「  」 いう。）    当  、市民等 意見   

 反映させる め、島田市    活動    委員会（以下「委員会」 いう。） 設

置する。 

  （所掌事務） 

第２条   委員会は、次 掲げる事務 つかさどる。 

  （1）  案 つい 意見 述べるこ 。 

  （2）そ 他      関し必要 事項 

  （組織） 

第３条 委員会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次 掲げる者 うちから島田市社会  協議会会長が委嘱する。 

  (1)学識経験者 

  (2)  住民団体 代表者 

  (3)  関係団体 代表者、関係者及び職務 従事する者 

 (4)  活動団体等 代表者及び関連する活動 行う者 

  (5)教育関係 代表者 

  (6)前各号 掲げる者 ほか、島田市社会  協議会会長が必要 認める者 

  （任期） 

第４条 委員 任期は、委嘱 日から令和４年３月31日まで する。 だし、委員が欠  

場合 お る補欠委員 任期は、前任者 残任期間 する。 

  （委員長） 

第５条 委員会 、委員長及び副委員長 置 。 

２ 委員長及び副委員長は、委員 互選 よ  める。 

３ 委員長は、会務 総理し、委員会 代表する。 

４ 委員長は、会議 議長  る。 

５ 副委員長は、委員長 補佐し、委員長 事故が る きはそ 職務 代理し、委員長が

欠員  きはそ 職務 行う。 

  （会議） 

第６条 委員会 会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要が る 認め  きは、関係者又は関係職員 出席させ 必要 説明 

求め、又は意見 述べさせるこ ができる。 

  （庶務） 

第７条 委員会 庶務は、島田市社会  協議会 おい 処理する。 

  （委任） 

第８条 こ 要綱  めるも  ほか、委員会 運営 関し必要 事項は、委員長が   

める。 

   附 則 

  こ 要綱は、公布 日から 行する。  
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６  用語解説 
 

  

用語 説明 

ＩＣＴ 

（アイシーティ） 

「Information and Communication Technology（インフォメー

ション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー＝情報通

信技術）」 略称で、通信技術 活用し コミュニケーション

 こ 。 

アウトリーチ 

援助が必要で る もかかわらず、自発  申し出 し い人

々 対し 、公共機関 どが積極  働きか  支援 実  

目指すこ 。医療機関が、在宅 患者や要介護者 訪問し 社

会生活 支援する活動 ど。訪問支援。 

ＳＮＳ 

（エスエヌエス） 

「Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキン 

グ・サービス）」 略称で、友人・知人等 社会 ネットワー

ク インターネット上で提供するコミュニティ型 サービス 

こ 。 

ＮＰＯ 

（エヌピーオー） 

「Non-Profit Organization（ノン・プロフィット・オーガニ 

ゼーション）」ま は「Not-for-Profit Organization（ノッ 

ト・フォー・プロフィット・オーガニゼーション）」 略称 

で、様々 社会貢献活動 行い、団体 構成員 対し、収益 

分配するこ  目  し い団体 総称。 

共生型サービス 

同一 事業所で、介護保険サービス 障害  サービスが一体

  提供できるサービス・仕組み こ 。双 が同一事業所で

サービス 受 やす  る。 

協働 

住民、事業者、行政 ど様々 主体が、主体 、自発  、共

通 活動領  おい 、相互 立場や特性 認識･尊重し がら

共通 目  達成する め 協力するこ 。 

権利擁護 
 人 自己決 や自己実  尊重し、権利行使ができるよう支

援するこ 。 

  子育 支援センター 
乳幼児 持つ子育 家族 支援や豊か 子育  サポートする

 め、様々 事業 行う拠点。 

子育 世代包括支援セ

ンター 

妊娠・出産・子育  関する相談 応じ、必要 応じ 個  

支援プラン   や、保健・医療・  ・教育等 関係機関 

 連絡調整 ど よ 、妊娠初期から子育 期 わ る切れ目

  い支援 行う機関 こ 。 
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用語 説明 

市民後見人 

弁護士や司法書士等  格は持  いも  、社会貢献へ 意

欲や倫理観が高い一般市民で、成年後見 関する一  知識・

態度 身 つ  第三者後見人 こ 。 

社会  協議会 

  住民や社会  関係者 主体  参加 よ 、     

  中核 し 様々 活動 行う非営利 民間組織 こ 。社

会  法  づきすべ  都道府県・市町村 設置され い 

る。 

小    活動 
住民 顔が見える範囲で行われる、住民自身 よる自主   

 活動 こ 。 

生活支援コーディネー

ター 

高齢者 生活支援・介護予防サービス 体制整備   し い

 こ  目  し、   おい 、生活支援・介護予防サービ

ス 提供体制 構築    コーディネート機能（主  源 

発やネットワーク構築 機能） 果 す人 こ 。 

生活保護 

 産や能力等 活用し も お生活 困窮する人 対し、困窮

 程度 応じ 必要 保護 行い、健康で文化  最低限度 

生活 保障し、自立 支援する制度 こ 。 

成年後見 

認知症、障害 どで判断能力が十分で い人 、家庭裁判所か

ら選任され 成年後見人等が法律面や生活面で支援する制度。

成年後見制度 は、法 後見制度 任意後見制度が る。 

ダブルケア 
１人 人や１つ 世帯が同時期 介護 育児 両  直面する

こ 。 

  包括ケアシステム 

住民が住み慣れ   で安心し 自立し 生活 送るこ がで

きるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体  切

れ目  提供される体制 整備 目指し システム こ 。 

  包括支援センター 
  包括ケアシステム 実  目  し 、市町村が設置する

中核  機関 こ 。 

ＤＶ 

（ディーブイ） 

「Domestic Violence（ドメスティック・バイオレンス）」 略

称で、夫婦や恋人 ど親しい人間関係 中で起こる暴力 い 

い、身体 暴力だ で  、精神 、性 、経済  暴力等も

含まれる。 

ニート 
総務省が行っ いる労働力調査 お る、15～34歳で、非労働

力人口 うち家事も通学もし い い人 こ 。 

日常生活自立支援事業 

知 障害、精神障害、認知症等で判断能力が不十分 人が  

 おい 自立し 生活が送れるよう、利用者  契約  づ 

き、  サービス 利用援助等 行う事業。 
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用語 説明 

認知症サポーター 

認知症 対する正しい知識 そ 具体  対応 法等 理解し

 、認知症高齢者やそ 家族 見守 、自分 できる範囲で支

援 行う人 こ 。 

ネウボラ 

フィンランド 母子支援制度で「助言 場」 いう意味。  

社会から孤立し、妊娠や育児 不安 抱える子育 家庭が増え

る中、担当保健師が妊娠・出産から子育 期 わ っ 親子 

切れ目  支援する仕組み。 

８０５０（ハチマル 

ゴーマル）問  

ひきこも  長期化・高齢化から引き起こされる社会問 で、

主 50代前後 ひきこも  子ども 80代前後 親が養っ い

る 態 指し、経済難から る生活 困窮や当事者 社会 孤

立、病気や介護 いっ 問  よっ 親子共倒れ  るリスク

が指摘され いる。 

避難行動要支援者 
高齢者や障害  る人等、災害時 自力で 避難や避難所等で

 生活が困難 人 こ 。 

法人後見 

社会  法人や社団法人、ＮＰＯ等 法人が成年後見人、保佐

人もし は補助人   、判断能力が不十分 人 保護・支援

 行うこ 。 

ボランティアコーディ

ネーター 

ボランティア活動 行い い人 ボランティア 必要 する 

人・組織 ど つ ぐ専門職、ま はそ 立場 こ 。 

民生委員・児童委員 

「民生委員法」  づき委嘱され 、  住民から社会   

関わる相談 受 、支援 行う人。民生委員は、市 町村 設

置され 民生委員 薦会が 薦し 者 都道府県知事が厚生労

働大臣  薦し､厚生労働大臣が委嘱する。ま 、民生委員は子

ども 見守 や子育  相談等 行う「児童委員」 兼ね お

 、一部 児童委員は児童 関するこ  専門  担当する 

「主任児童委員」 指名 受  いる。 

ヤングケアラー 

家族 ケア 要する人がいる場合 、大人が担うよう ケア責

任 引き受 、家事や家族 世話、介護、感情面 サポート 

ど 行っ いる18歳未満 子ども こ 。 

ユニバーサルデザイン 

障害 有無、年齢、性 、人種 ど かかわらず、多様 人々

が利用しやすいよう都市や生活環境 デザインする考え  こ

 。 

老老介護 高齢者が高齢者 介護するこ 。 
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